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「活き生き　かたがみ　の夢づくり」

～一人ひとりが輝く　ひとと環境に優しい田園都市～
（本庁舎写真）

所在地

平成17年3月22日 合併の方式

合併関係市町村 天王町、昭和町、飯田川町

電話 ０１８－８７８－２２１１

面積

潟上市天王字上江川４７番地１００
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位
置
・
地
勢

産
業
・
観
光

　農業では米への依存度が高いが、野菜や果樹、花卉等を組み合わせた複合経営を戦略的に進め、経
営基盤の強化を図っている。また、次代をリードする担い手の育成・確保を図っている。
　水産業では八郎湖内水面漁業のワカサギ・シラウオ、海水面漁業のアジ・アオ類・ハタハタなどの漁獲
がある。また、種苗放流などを行い関係機関と連携のうえ、資源管理を行いながら生産性の高い漁業を
進めている。
　商工業では、近年郊外型の大型小売店などの進出により市内小売業は厳しい状況にある。また、産業
振興において最も重点的に取り組むべき事項として、昭和工業団地等への企業誘致を積極的に推進し
ている。
　観光面では、天王グリーンランド、出戸浜海水浴場、ブルーメッセあきた、八郎潟ハイツなどの各種施設
と天王グリーンランドまつり、八郎まつり、飯田川鷺舞まつり、東湖八坂神社祭等のイベントを融合させな
がら地域住民のみならず、市民及び観光客に親しまれるまちづくりを目指している。

（地図）

　潟上市は、秋田県のほぼ中央の沿岸部に位置しており、東は井川町、南
は秋田市、西は男鹿市、北は八郎湖を挟んで南秋田郡大潟村と接してい
る。東部は南北に縦走する国道7号の周辺に小高い丘陵（女川層）が多数
連なっており、出羽丘陵に続いている。中央部及び北部は、秋田平野の北
辺部として八郎湖に向かって広大な田園地帯が広がり、肥沃な穀倉地帯
となっている。西部は県内有数の3本の砂丘群が連なっているほか、日本
海に面した沿岸部は秋田市から続く海岸砂丘となっており、砂丘群の間は
集落や畑地、樹園地として活用されている。
　また、秋田自動車道、日本海沿岸東北自動車道等が整備されるととも
に、秋田空港から車で30分程度の距離にあるなど、首都圏へのアクセス
が容易となっており、県都秋田市に隣接した都市的な特性と、田園と湖に
代表される豊かな自然環境を併せ持った地勢となっている。

ブルーメッセ秋田

梅の里

天王グリーンランド　スカイタワー



市長 助役 収入役 議長 副議長

石川　光男 ― ― 赤平　末次郎 門間　英也

H17.4.17～ ― ―
H17.3.28～
H18.2.21

H17.3.28～
H18.2.21

１ 水と緑に囲まれた快適環境のまちづくり

２ 人に優しいやすらぎのある住環境のまちづくり

３ 健やかで安心して暮らせる健康と福祉のまちづくり

４ 活力と創意工夫で豊かに暮らせる産業のまちづくり

５ 生涯学び創造性を育む教育と文化のまちづくり

６ さわやかな笑顔を育む文化・スポーツの推進

７ ともに支え温かにふれあえる交流と連携のまちづくり

行
政
施
策

組織
　（合併後初代）

市の花　「バラ」

市の木　「クロマツ」

市の鳥　「シラサギ」



行政機構 （合併時点）

天王窓口ｾﾝﾀｰ
昭和窓口ｾﾝﾀｰ
飯田川窓口ｾﾝﾀｰ

天王保健ｾﾝﾀｰ
飯田川保健福祉ｾﾝﾀｰ

天王公民館
昭和公民館
飯田川公民館
図書館
児童館

社会福祉課

高齢福祉課

保育園７・幼児教育ｾﾝﾀｰ

幼稚園２・幼児教育ｾﾝﾀｰ

固定資産評価
審査委員会 事務局

監査委員会

事務局

事務局

事務局

事務局

国体準備室

教育委員会

農業委員会

選挙管理委員会

幼児教育課

生涯学習課

ｽﾎﾟｰﾂ振興課 総合体育館

会計課

教育長 総務学事課 小学校７・中学校３

総務課

税務課

収納課

福祉事務所

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ・衛生ｾﾝﾀｰ

追分出張所
　　（勤労青少年ホーム）

生活環境課

産業課

建設課

企画部 総合政策課

財政課

市民課

健康課

幼児教育課

都市整備課

下水道課

水道局 水道課

市長 助役

教育委員会

総務部

市民生活部

福祉保健部

収入役

産業建設部



１ 合併関係市町村の沿革 

天王町：明治 22(1889)年に大崎村と合併し天王村となり、その後、昭和 26(1951)年に町制施行。 

昭和町：明治 22(1889)年に上虻川村、井戸村、船橋村、槻木村、竜毛村、山田村が合併し豊川村

となった。大久保村が大正 13(1924)年に町制施行。その後、昭和 17(1942)年に大久保

町、飯田川町、豊川村が合併し昭和町が誕生した。昭和 25(1950)年、昭和町（大久保地

区）、飯田川町、豊川村に分町分村し、昭和 30(1955)年に金足村の一部（乱橋・八丁目・

佐渡）、昭和 31(1956)年に豊川村と合併し、昭和町が誕生した。 

飯田川町：明治 22(1889)年に下虻川村、和田妹川村、金山村、飯塚村が合併し飯田川村となり、

その後、昭和 10(1935)年に町制施行。昭和 17(1942)年に大久保町、豊川村と合併し昭和

町となるが、昭和 25(1950)年に分町し再び飯田川町が誕生した。 

平成 17（2005）年 3 月 22 日、上記 3 町が合併し「潟上市」が誕生した。 

 

２ 合併関係市町村間のつながり 

3 町のうち、昭和町と飯田川町については、お互いに合併していた時期もあり、また、中

学校を 2 町の一部事務組合で運営するなど、住民の生活圏及び文化圏などにおいて、特に

一体感が強い地域であった。また、ごみ処理施設も一部事務組合とし天王町を含む 3 町で

構成するなど、行政圏の結びつきもあった。そのため、合併後の事務の統合などの面にお

いても比較的スムーズな移行が可能となった。このようなことから、3町の人口・面積・財

政規模等を引き継いだ潟上市は行財政規模においても、コンパクトな特性を活かしながら、

合併後のさらなる一体感の醸成に努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
合併協議会 



３ 合併に向けた動き 

市町村の合併の特例に関する法律及び平成 12年に提示された秋田県市町村合併支援要綱

等により、それまで消極的だった市町村合併を本格的に検討していくことになった。 

各町においてもそれぞれ合併に関する勉強会、検討会などが立ち上がり、先進地の視察

研修を実施するなど、事務レベルでの検討・情報収集等を行うとともに、住民座談会・説

明会等も各町内で実施した。また、平成 14 年度中には合併の是非、合併の枠組みなどを調

査するための住民アンケート（18 歳以上対象）もそれぞれの町で実施した。その結果、各

町とも湖南地区 3町（現在の枠組み）での合併を希望するという回答が、半数以上を占め、

必然的に合併への気運が高まっていった。 

【合併に関するアンケート結果】 

町名（調査時期） 天王町（H15.2） 昭和町（H15.2） 飯田川町（H14.12）

対象人数 5,660 人 7,357 人 1,000 人 

回答者数 2,952 人 4,725 人   650 人 

回答率（％） 52.2％ 64.2％ 65.0％ 

 

結果 天王町 昭和町 飯田川町 

合併必要 2,196 人（74.4％） 1,177 世帯（77.1％） 504 人（77.5％）

合併不要 331 人（11.2％） 156 世帯（10.2％） 45 人（ 6.9％）

わからない 416 人（14.1％） 142 世帯（ 9.3％） 100 人（15.4％）

無回答 9 人（ 0.3％） 51 世帯（ 3.3％） 1人（ 0.2％）

                    ↑調査結果：昭和町のみ世帯数 

こうした中、平成 14 年 10 月、はじめに市町村合併情報交換会を立ち上げ、3町の合併を

事務方から検討協議し、その後、平成 15 年 2 月には湖南地域合併検討会という形で組織の

レベルアップを図り、任意協議会設立についての準備に入った。 

こうして平成 15 年 4 月に天王町・昭和町・飯田川町合併任意協議会が設立され、同年 7

月には法定協議会の設立へと進んでいった。 

 

平成 14 年 10 月 16 日 第 1 回市町村合併情報交換会（全 5回） 

 4 月 16 日 天王町・昭和町・飯田川町合併任意協議会設立 

（以降全 4回開催） 

 7 月 1 日 天王町・昭和町・飯田川町合併協議会設立 

《法定協議会》 

 7 月 12 日 第 1回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会     

（以降全 19 回開催） 

平成 15 年 

10 月 27 日 第 1回新市建設計画検討委員会 

（以降全 4回開催） 



 1 月 20 日 第 1回新市名称候補選定小委員会 

（以降全 2回開催） 

7 月 23 日～ 住民説明会（3町内 12 箇所） 

 8 月 24 日 合併協定調印式 

 8 月 26 日 合併関連議案議決（3町議会） 

 8 月 27 日 県知事へ廃置分合を申請 

10 月 1 日 県議会で廃置分合議案可決 

10 月 5 日 県知事が廃置分合を決定、総務大臣に届出 

平成 16 年 

10 月 28 日 総務大臣の告示 

 3 月 18 日 閉庁式（3町） 平成 17 年 

 3 月 22 日 潟上市誕生 

 

４ 合併協議の概要 

 

 7 月 1 日 天王町・昭和町・飯田川町合併協議会を設置 

会長  天王町長 石川光男  

副会長 昭和町長 千田鐵太郎  

飯田川町長 小玉久男 

委員  19 名 

 7 月 12 日 第 1 回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会にて次の

項目を確認 

・合併協議会会議運営規定 

・合併協議会会議傍聴規定 

・報酬及び費用弁償に関する規定 

・合併協議会事業計画 

・合併協議会予算 

8 月 4・5日 岩手県北上市、千畑町・六郷町・仙南村合併協議会を

視察 

 8 月 8 日 第 2 回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会にて次の

項目を確認 

・合併の方式 

・合併の期日（目標期日） 

平成 15 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 月 27 日 第 3 回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会にて次の

項目を確認 

・事務所の位置（庁舎の利用方法） 

・新市将来構想     



・地方税の取扱い 

・議員の定数、任期（決定方法）          

9 月 17 日～ 新市まちづくりのための住民アンケート調査実施 

15 歳以上無作為抽出 3,100 人 

9 月 24 日～ 新市将来構想住民説明会 3 町内 12 箇所 

9 月 25 日 第 4 回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会にて次の

項目を確認 

・電算システムの取扱い 

10 月 24 日 第 5 回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会にて次の

項目を確認 

・「新市の名称、新市の事務所の位置及び財産の取扱い

等に関する小委員会（3町長及び議会議長）」の設置

・一般職員の身分の取扱い     

・特別職の身分の取扱い 

11 月 14 日 第 6 回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会にて次の

項目を確認 

・条例、規則等の取扱い     

・一部事務組合等の取扱い 

・町名、字名の取扱い       

・消防団の取扱い 

・指定金融機関、支払い等に関する業務の取扱い 

11 月 24 日 新市まちづくり講演会 

関西学院大学小西砂千夫教授 

「市町村合併の動向と自治体の決断」  

250 名参加 

平成 15 年 

11 月 28 日 第 7 回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会にて次の

項目を確認 

・使用料、手数料等の取扱い 

（使用料等の取扱い） 

・慣行の取扱い     

・広報広聴関係事業の取扱い 

 

 

 

 



平成 15 年 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 19 日 第 8 回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会にて次の

項目を確認 

・新市の名称（名称の決定方法） 

・新市の事務所の位置（合併時の事務所の位置） 

・財産の取扱い（財産及び債務の取扱い） 

・ごみ収集運搬業務の取扱い 

・環境対策事業の取扱い 

・公立学校の通学区域の取扱い 

 1 月 23 日 第 9 回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会にて次の

項目を確認 

・公共的団体等の取扱い     

・文化振興事業の取扱い 

・社会教育関係事業の取扱い 

 2 月 13 日 第 10 回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会にて次の

項目を確認 

・使用料、手数料等の取扱い 

（手数料の取扱い） 

・消防防災関係事業の取扱い   

・障害者福祉事業の取扱い 

・児童福祉事業の取扱い 

・生活保護事業の取扱い 

・建設関係事業の取扱い 

・上水道、下水道事業の取扱い 

 2 月 26 日 第 11 回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会にて次の

項目を確認 

・窓口業務の取扱い       

・保健衛生事業の取扱い 

・健康づくり事業の取扱い   

・農林水産関係事業の取扱い 

・商工、観光関係事業の取扱い 

 平成 16 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 月 26 日 第 12 回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会にて次の

項目を確認 

・新市の名称  

・国際交流事業の取扱い 

・納税関係事業の取扱い    

・交通関係事業の取扱い 



・高齢者福祉事業の取扱い  

・社会福祉協議会の取扱い 

・勤労者、消費者関連事業の取扱い 

4 月 15 日 第 13 回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会にて次の

項目を確認 

・議員の定数、任期     

・農業委員会委員の定数、任期 

・納税関係事業の取扱い   

・保育園、幼稚園事業の取扱い 

・学校教育関係事業の取扱い  

5 月 20 日 第 14 回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会にて次の

項目を確認 

・財産の取扱い（財産区）   

・事務組織及び機構の取扱い 

・補助金、交付金等の取扱い   

・介護保険事業の取扱い 

・その他の福祉事業の取扱い 

 6 月 22 日 第 15 回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会にて次の

項目を確認 

・国民健康保険事業の取扱い 

・自治組織（町内会等）の取扱い    

・集会施設の取扱い 

・総合発展計画、行財政改革大綱の取扱い 

・入札制度の取扱い   

・地域審議会の取扱い 

 7 月 13 日 第 16 回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会にて次の

項目を確認 

・新市建設計画 

・合併の期日    

・合併協定書 

7 月 23 日～ 住民説明会（3町内 12 箇所） 350 人参加 

平成 16 年 

 9 月 21 日 第 17 回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

・市章の制定について（協議） 

 

 

 



平成 16 年 12 月 20 日 第 18 回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会にて次の

項目を確認 

・特別職の身分の取扱いの具体的調整 

・市章の制定について（最終選考）  

平成 17 年  2 月 15 日 第 19 回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

・合併協議会の廃止について（報告） 

・合併協議会出納監査及び決算見込みについて（報告）

・市長職務執行者の選任  

 

① 合併の方式 

合併特例法の特例による市制施行要件（人口 3 万人以上）を目指すことからも「新設合

併」とした。（平成 15 年 8 月 8日第 2回合併協議会） 

 

② 合併の期日 

以下の理由により、目標期日を平成 17 年 3 月 22 日とすることが、平成 15 年 8 月 8日第

2回合併協議会で確認され、平成 16 年 7 月 13 日第 16 回合併協議会で 終確認した。 

【期日の選定理由】 

 ・合併特例法の有効期間内であること。 

 ・16 年度から県の合併特例交付金が受けられること。 

 ・新市発足の準備期間を十分確保できること。 

 ・3 連休明けであることから、電算システムのスムーズな切替えが可能であること。 

 ・学校等が春休み期間中であり、児童・生徒への影響が少ないこと。  等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③ 新市の名称の取扱い 

新市名称については住民の関心が特に高く、慎重な協議が必要なことと、選定作業など

に時間を要することから、まず公募を行い、新市名称候補選定小委員会を設置・検討の上、

終的に合併協議会で決定することを確認した。 

合併協議会において、公募段階で 3 町の現名称も対象に含めるかどうかについて議論が

重ねられたが、 終的には 3町の名称は使用しないこととされた。 

 ・公募  平成 15 年 12 月 22 日から平成 16 年 2 月 11 日 

       3 町在住者または出身者、小学生以上対象 

 ・応募総数 2,523 通（1,154 種類） 

 ・第 1次選考 新市名称候補選定小委員会委員 6名により、45 作品選定  

 ・第 2次選考 新市名称候補選定小委員会にてさらに 10 作品選定 

   終候補 10 作品 

   ・王和田市（おうわだし）    ・潟上市（かたがみし） 

   ・湖南市（こなんし）      ・湖竜市（こりゅうし） 

   ・三栄市（さんえいし）     ・豊郷市（とよさとし） 

   ・八郎市（はちろうし）     ・穂波市（ほなみし） 

   ・水穂市（みずほし）      ・みどり市（みどりし） 

 ・10 作品のうち、合併協議会にて各委員 2点以内の投票 

   投票結果 ： 王和田市 7票、潟上市 15 票、湖南市 5票、湖竜市 1票、 

          豊郷市 1票、八郎市 1票、穂波市 4票、水穂市 3票、 

みどり市 2票 

 平成 16 年 3 月 26 日第 12 回合併協議会において、会議運営規定に基づき、新市名称は全

会一致で協議決定することを確認し、協議会会長が「15 票を集めた潟上市に決定してはい

かがか」と提案し、全会一致で「潟上市（かたがみし）」を新市の名称とすることを決定し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



④ 新市事務所の位置の取扱い 

はじめに、現庁舎の利用方法の確認において、3庁舎の置かれている物理的な背景からも、

合併時には 3庁舎に行政機能を振り分ける分庁方式とすること、3庁舎のいずれかを本庁舎

（事務所の位置）とすることを確認した。 

事務所の位置については、3町長及び議会議長からなる小委員会を設置して調整案を出す

こととした。その結果、 

「（1）新市の事務所の位置は、新市の庁舎の建設までの間、南秋田郡天王町天王字上江川

47 番地 100 とする。 

（2）新庁舎は本庁方式により天王町地内に建設するものとし、位置については昭和町、

飯田川町の住民の利便性を考慮し、選定する。 

（3）新庁舎の建設は新市建設計画に明記し、合併特例債の適用を受けられる期間中に建

設する。 

（4）庁舎の利用については、合併時は 3 町の庁舎に行政機能を振り分ける分庁方式とす

る。」 

として、平成 15 年 12 月 19 日第 8回合併協議会で確認した。 

 

⑤ 財産の取扱い 

財産の取扱いについては、新市に引き継ぐことで調整されていたが、そのうち正の財産、

つまり基金の取扱いについて調整が難航したため、新市名称の取扱い・事務所の位置とと

もに 3 点セットとして 3 町長及び議会議長からなる小委員会で検討することとした。その

結果、 

「（1）3町の所有する財産及び債務については、すべて新市に引き継ぐものとする。 

（2）昭和町豊川財産区、飯田川町下虻川財産区、飯田川町和田妹川財産区、飯田川町飯

塚財産区は新市のそれぞれの財産区として存続するものとする。 

（3）飯田川町下虻川財産区、飯田川町和田妹川財産区、飯田川町飯塚財産区の協議員は

新市において設置する。」 

として、平成 15 年 12 月 19 日第 8回合併協議会で確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑥ 議会議員の任期及び定数の取扱い 

議員の任期及び定数については、 

①合併特例法を適用せず、定数 26 人以内（人口 5万人未満の市）の設置選挙を新市設置か

ら 50 日以内に実施し、任期を 4年とするもの。 

②合併特例法を適用し、定数 52 人以内（26 人の倍）の設置選挙を新市設置から 50 日以内

に実施し、任期を 4年とするもの。 

③合併特例法（定数特例、在任特例）を適用し、合併後 2 年を超えない範囲に限り、旧町

の議員全員が引き続き新市の議員として在任するもの。 

以上の 3つの選択肢から、合併協議会において決定することとした。 

その結果、 

「（1）市町村の合併の特例に関する法律第 7 条第 1 項第 1 号の規定を適用し、合併の日か

ら 11 ヶ月間引き続き新市の議会議員として在任する。 

（2）新市の議会議員の定数は、22 人とする。」 

として、平成 16 年 4 月 15 日第 13 回合併協議会で確認した。 

 

⑦ 農業委員会委員の任期及び定数の取扱い 

旧町における任期は 3町とも合併の年の平成 17 年 7 月 19 日となっていた。 

合併協議会事務局より、公職選挙法を準用し、合併の日から 50 日以内の選挙（定数 10～30

人）とするものや、合併特例法（在任特例）を適用し、10～80 人とするものなどの説明が

あったが、それらについて調査・検討し合併協議会において決定することを確認した。そ

の結果、 

「（1）新市に 1つの農業委員会を置き、3町の農業委員会の選挙による委員であった者は、

合併の日から平成 17年 7月 19日まで引き続き新市の農業委員会の選挙による委員と

して在任する。 

（2）新市の選挙による委員の定数は、16 人とする。また農業委員会等に関する法律第 12

条の規定による委員の定数は、6人とする。 

（3）在任特例後、 初に行われる選挙は、農業委員会に旧町単位とする選挙区を設置す

る。ただし、各選挙区の委員の定数は、平成 16 年 3 月 31 日確定した選挙人名簿登録

者数により調整する。」 

として、平成 16 年 4 月 15 日第 13 回合併協議会で確認した。 

 

 

 

 

 

 



⑧ 地方税の取扱い 

以下の項目を平成 15 年 8 月 27 日第 3回合併協議会で確認した。 

「（1）3町で差異のない税制については、現行のとおりとする。 

（2）3町で差異のある税制については、平成 17 年度より次のとおり統一する。 

①固定資産税の納期については、天王町及び飯田川町の例による。 

②軽自動車税の納期については、天王町及び昭和町の例による。 

③入湯税については、天王町の例による。 

④鉱産税については、昭和町の例による。」 

 

⑨ 一般職の職員の身分の取扱い 

以下の項目を平成 15 年 10 月 24 日第 5回合併協議会で確認した。 

「（1）一般職の職員は、合併特例法第 9 条により、すべて新市の職員として引き継ぐもの

とする。職員数については、新市において「定員適正化計画」を策定し、定員管理の

適正化に努めるものとする。 

（2）職員の職名、職階については、人事管理及び職員の処遇の観点から合併時に統一す

る。 

（3）職員の給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から調整し、合併後速

やかに統一を図る。」 

 

⑩ 新市建設計画 

合併後の新市における将来指標の見通し、新市を建設していくための基本方針、それを

実現するための主要施策・事業、公共施設の統合整備及び財政計画を中心に策定した。計

画期間を平成 17 年度から平成 26 年度までの 10 年間とし、平成 15 年 8 月策定の新市将来

構想をベースにし、具体的項目について肉付けを行うこととした。 

第 3回合併協議会にて、新市建設計画策定方針確認。 

平成 15 年 9 月  新市まちづくり住民アンケート実施。 

新市将来構想住民説明会開催（3町 12 会場） 

平成 15 年 10 月～平成 16 年 3 月 

新市建設計画検討委員会（委員：18 人、全 5回） 

平成 16 年 6 月 県知事協議 

        7 月 県合併支援本部了承、知事より異議なしの回答 

平成 16 年 7 月 13 日  第 16 回合併協議会で確認した。 

 

 

 

 



⑪ 特別職の職員の身分の取扱い 

以下の項目を平成 15 年 10 月 24 日第 5回合併協議会で確認した。 

「（1）特別職の設置、人数、任期については、法令等の定めるところによる。法令等の定

めが無い場合は、新市において調整する。 

（2）特別職の報酬については、現行の報酬額及び類似団体の報酬額を参考に調整する。」

 

⑫ 条例・規則の取扱い 

条例、規則等の制定に当たっては、合併協議会で協議、確認された各種事務事業等の調

整に基づき、次の区分により整備することを平成 15 年 11 月 14 日第 6回合併協議会で確認

した。 

「（1）合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し、施行される必要があ

るもの。 

（2）合併後、一定の地域に暫定的に施行される必要があるもの。 

（3）合併後、逐次制定し、施行させることとするもの。」 

 

⑬ 機構及び組織の取扱い 

以下の項目を平成 16 年 5 月 20 日第 14 回合併協議会で確認した。 

「（1）新市の事務組織、機構については、次の方針に従い整備するものとする。 

    ①市民にわかりやすく、かつ利用しやすい組織、機構。 

    ②市民の声を適切に反映することができる組織、機構。 

    ③指揮命令系統及び責任の所在が明確な組織、機構。 

    ④新市建設計画を円滑に遂行できる組織、機構。 

    ⑤行政課題や緊急時に即応できる組織、機構。 

（2）合併時は、3町の役場庁舎を分庁舎として有効活用し、行政機能の振り分けについて

は、次のとおりとする。 

    ①旧天王町庁舎は、総務、企画の各部門及び選挙管理委員会、監査委員、固定資産評

価審査委員会を配置する。 

    ②旧昭和町庁舎は、福祉、産業、建設、水道の各部門及び議会、農業委員会を配置す

る。 

    ③旧飯田川町庁舎は、市民部門及び教育委員会を配置する。 

    ④各庁舎に住民がよく利用する窓口業務を行う、総合窓口センターを設置する。」 

 

 

 

 

 



⑭ 使用料・手数料の取扱い 

使用料の取扱いについては、平成 15 年 11 月 28 日第 7回合併協議会において以下のとお

り確認した。 

「（1）施設の使用料等については、施設の内容及び建設年度が異なり、また、その使用料

が地域に定着していることを考慮し、原則として現行のとおりとする。ただし、同一

または類似する施設等の使用料については、可能な限り統一に努めるものとする。 

（2）行政財産及び普通財産使用料については、合併時に統一する。」 

手数料の取扱いについては、平成 16 年 2 月 13 日第 10 回合併協議会において以下のとお

り確認した。 

「（1）3町で差異のない手数料については、現行のとおりとする。 

（2）3町で差異のある手数料については、合併時に統一する。」 

 

⑮ 一部事務組合等の取扱い 

以下の項目を平成 15 年 11 月 14 日第 6回合併協議会で確認した。 

「（1）3町で構成している湖南地区衛生処理組合及び 2町で構成している昭和町飯田川町羽

城中学校組合については、合併の日の前日をもって解散し、合併の日にすべての事務

及び財産を新市に引き継ぐ。また、一般職の職員は新市の職員として身分を引き継ぐ

ものとする。 

（2）3町の一部が加入している男鹿地区消防一部事務組合、男鹿地区衛生処理一部事務組

合、湖東地区行政一部事務組合及び井川町・飯田川町共有財産管理組合については、

合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に当該組合に加入する。 

（3）3町が加入している秋田県市町村会館管理組合及び秋田県市町村総合事務組合につい

ては、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に当該組合に加入する。

（4）公平委員会事務については、合併の日の前日をもって委託に関する規約を廃し、新

市において現行の内容により委託する。 

（5）天王グリーンランド株式会社及び昭和町総合開発株式会社に対する出資に関する権

利は、新市に引継ぎ、管理及び運営は現行のとおりとする。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 合併協定書の調印 

平成 16 年 8 月 24 日、天王町総合体育館において、合併協議会委員や 3 町の議会議員、

傍聴者など 180 人が出席し、天王町長、昭和町長、飯田川町長が、合併協議会で確認され

た 53 項目を記した協定書に調印した。    

続いて、特別立会人の県知事と立会人の合併協議会委員が順次署名した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
合併協定調印式 



６ 法的手続き 

① 合併関係市町村議会での関係議案の議決等 

合併協定書の調印後、3町において以下の廃置分合関係 6議案を可決された。 

 ・市町の廃置分合について 

 ・市町の廃置分合に伴う財産処分について 

 ・市町の廃置分合に伴う議会の議員の在任の特例について 

 ・市町の廃置分合に伴う農業委員会の委員の任期の特例について 

 ・市町の廃置分合に伴う地域審議会の設置について 

 ・市町の廃置分合により設置する市の議会の議員の定数について 

   議決日：平成 16 年 8月 26 日 

 

② 廃置分合申請 

平成 16 年 8 月 27 日、3町長が県知事に対し、地方自治法第 7条第 1項の規定に基づく廃

置分合申請書を提出した。 

 

③ 県議会での議決 

廃置分合申請書の提出を受けた県知事は、平成 16 年秋田県議会 9月定例会に廃置分合議

案「議案第 192 号 市町の廃置分合について」を提案、同議案は、平成 16 年 10 月 1 日に

可決された。 

 

④ 県知事の決定・総務大臣への届出 

廃置分合議案の可決後、県知事は平成 16 年 10 月 5 日付けで市町の廃置分合を決定し、

同日付けで総務大臣に届け出た。 

 

⑤ 総務大臣告示 

総務大臣は、平成 16 年 10 月 28 日付け総務省告示第 828 号により告示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７ 新市移行までの諸準備 

県への廃置分合申請を済ませた 3 町では、新市への円滑な移行に向け、下記の手続きを

進めた。 

 

① 市長職務執行者の決定 

潟上市長職務執行者 小玉久男（飯田川町長） 

平成 17 年 1 月 31 日協議し、平成 17 年 2月 15 日の第 19 回天王町・昭和町・飯田川町合

併協議会で報告した。 

 

② 新市章の決定 

選考方法：募集方向を定め、市章デザインを公募し、応募された中から平成 16 年 12 月

20 日開催の第 18 回合併協議会で一点を選考した。 

 ・募集期間  平成 16 年 10 月 1 日から 10 月 31 日 

 ・第 1次選考 応募作品から 5作品を選考 

 ・第 2次選考 5 作品の中から合併協議会で 1点を選考 

 ・市章の基準   潟上市のイメージにふさわしい市章デザインであること。 

          市旗、バッジ等にも使用できるデザインであること。 

          用紙の地色を含め 4色以内。 

なお、グラデーション（ぼかし、濃淡）は不可。 

          都道府県章、他市町村章や商標等と類似しないものであること。 

          自作の未発表作品であること。 

 ・採用デザインの趣旨 「活き生き 36000 の夢づくり 一人ひとりが輝くひとと環境に

優しい田園都市」、赤と緑で人を形どり、緑と青で優しい環境、総

合的に「潟上市」の「上」を形どりデザインとした。 

 

③ 電算システムの統一 

合併時に統合し、住民サービスの低下を招かないように調整することを平成 15 年 9 月 25

日第 4回合併協議会にて確認した。 

合併時の電算統合費用については、ハード分及びソフト分で約 3 億 5 千万円ほどである

が、これについては合併推進債、及び特別交付税を充当した。 

 

 

 

 

 

 



④ 例規の整備 

条例、規則等の制定に当たっては、合併協議会で協議・確認された各種事務事業等の調

整内容に基づき、次の区分により整備した。 

 ・合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し、施行される必要がある

もの。（専決処分 128 件） 

 ・合併後、一定の地域に暫定的に施行される必要があるもの。 

 ・合併後、逐次制定し、施行させることとするもの。 

 

⑤ 閉庁式 

各庁舎とも平成 17 年 3 月 18 日に行われた。 

【天王庁舎】 

 役場正庁にて町職員が出席。町長あいさつ。町四役に花束贈呈。 

【昭和庁舎】 

 役場正面玄関にて町職員が出席。町長あいさつ。職員が町民歌斉唱。 

 町旗降納。町三役に花束贈呈。 

【飯田川庁舎】 

 役場正庁にて町議会議員、各団体の代表者など 150 人が出席。物故功労者 

に対する黙祷、町民憲章朗唱後、町長あいさつ。町議長、県議祝辞。町 

長・議長による町旗降納。出席者全員で町民歌斉唱。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８ 新市誕生後の主な動き 

① 合併初日の状況 

平成 17 年 3 月 22 日 

6：30 市長職務執行者による専決処分（決裁・署名） 

7：30 市幹部職員に辞令交付 

9：30 選挙管理委員会開催 

10：00 固定資産評価審査委員会委員に辞令交付 

10：30 教育委員会委員に辞令交付 

13：00 市消防団、防犯指導隊、交通指導隊に辞令交付 

15：00 職員に訓示（3庁舎にて） 

 

② 合併記念式典 

合併 1 年後の平成 18 年 3 月 21 日、潟上市天王総合体育館を会場に「潟上市合併記念式

典」を開催。潟上市民、国・県関係者、近隣市町村長など約 600 人が出席した。 

・市長あいさつ 

・祝辞 

市議会議長 

横山忠弘総務相消防庁国民保護・防災部防災課広域応援対策官(総務大臣代理) 

県知事 

・総務大臣表彰 

 千田鐵太郎（旧昭和町長）      赤平末次郎（旧昭和町議会議長） 

 小玉久男（旧飯田川町長）      門間英也（旧飯田川町議会議長） 

 石川光男（旧天王町長）       後藤一志（旧天王町議会議長） 

・感謝状 

 天王町・昭和町・飯田川町合併協議会委員 22 人 

・表彰 

 大沢艶子（市民歌作詞）      四反田素幸（市民歌作曲、秋田大教授） 

・「市民憲章」「市民歌」「市の花・木・鳥」制定・発表 

・天王中学校・天王南中学校・羽城中学校の吹奏楽部（総勢 88 人）による、市民歌演奏、

斉唱 

・市民憲章朗読（佐藤小枝子市民憲章策定委員）、市民憲章朗唱（出席者全員） 

 

 

 

 

 



③ 新市初議会 

潟上市の初議会は、潟上市長職務執行者により、平成 17 年 3 月 28 日から 3 日間の日程

で、潟上市役所昭和庁舎議場において招集された。初議会には市議会議員 51 人が出席し、

市当局からは市長職務執行者のほか教育長、部長、課長らが出席した。はじめに年長議員

の淡路五十一臨時議長が開会宣言をした後、議長選挙が行われ、初代議長に赤平末次郎氏、

副議長に門間英也氏を選出した。このほか、一部事務組合議員の選出、各常任委員会の構

成委員を決定した。主な上程議案は次のとおりで、原案のとおり承認・可決された。 

 ・議会運営に関する議案 

 ・新市発足時に伴う専決処分 

 ・各会計暫定予算案 など 

なお、在任特例期間 11 ヶ月を在職する。 

 

④ 市長選挙 

潟上市長選挙は、平成 17 年 4 月 10 日告示され、2氏が立候補した。 

平成 17 年 4 月 17 日に投票が行われ、12,456 票を獲得し新市長に石川光男が当選した。

次点との差は 3,539 票、有権者数 29,052 人、投票率 74.33％であった。 

 
⑤ 新市長による議会の招集 

新市長は、平成 17 年 6 月 14 日、第 1回潟上市議会定例会を招集し、平成 17 年度予算案

等、以下の議案が上程された。 

 ・平成 17 年度予算案（一般会計ほか 13 件） 

 ・平成 17 年度特別会計への繰り入れについて 

 ・監査委員・固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 ・教育委員会委員の任命について など 

いずれも原案のとおり同意、可決された。 

 
⑥ 在任特例後の議会議員選挙 

平成 18年 1月 22日在任特例期間満了に伴う合併後初の市議会議員一般選挙が告示され、

定数 22 人に対して 33 人が立候補した。 

平成 18 年 1 月 29 日に選挙が行われ 22 人の議員が決定した。次点との差は 60 票、有権

者数 29,243 人、投票率 75.92％であった。 

 
⑦ 決算審査の状況 

平成 16 年度旧 3町及び湖南地区衛生処理組合、羽城中学校組合、それに合併後の潟上市

についての決算審査は、平成 17 年第 2回定例会において行われた。各常任委員会において

審査され、 終日に委員長が報告し、全会一致で認定された。 
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